
大 崎 市 ご み 分 別 早 見 表



１ ０ 月

月 火 水 木 金

1 ★ 2

5 6 7 8 9

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

1 9 2 0 2 1 2 2 2 3

2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

４ 月

月 火 水 木 金

1 2 ★ 3

6 7 8 9 1 0

1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

2 0 2 1 2 2 2 3 2 4

2 7 2 8 2 9 3 0

７ 月

月 火 水 木 金

1 2 ★ 3

6 7 8 9 1 0

1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

2 0 2 1 2 2 2 3 2 4

2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

１ １ 月

月 火 水 木 金

2 3 4 5 ★ 6

9 1 0 1 1 1 2 1 3

1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

2 3 2 4 2 5 2 6 2 7

3 0

８ 月

月 火 水 木 金

3 4 5 6 ★ 7

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

1 7 1 8 1 9 2 0 2 1

2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

3 1

９ 月

月 火 水 木 金

1 2 3 ★ 4

7 8 9 1 0 1 1

1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

2 1 2 2 2 3 2 4 2 5

2 8 2 9 3 0

１ ２ 月

月 火 水 木 金

1 2 3 ★ 4

7 8 9 1 0 1 1

1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

2 1 2 2 2 3 2 4 2 5

2 8 2 9 3 0 3 1

２ 月

月 火 水 木 金

1 2 3 4 ★ 5

8 9 1 0 1 1 1 2

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

３ 月

月 火 水 木 金

1 2 3 4 ★ 5

8 9 1 0 1 1 1 2

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

2 9 3 0 3 1

６ 月

月 火 水 木 金

1 2 3 4 ★ 5

8 9 1 0 1 1 1 2

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

2 9 3 0

１ 月

月 火 水 木 金

1

4 5 6 7 8

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

1 8 1 9 2 0 2 1 ★ 2 2

2 5 2 6 2 7 2 8 2 9

５ 月

月 火 水 木 金

1

4 5 6 7 ★ 8

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

1 8 1 9 2 0 2 1 2 2

2 5 2 6 2 7 2 8 2 9

Ａ 地 区 ご み 収 集 日 程 表
鹿 島 台 大 沢 ， 上 平 渡 ， 鹿 島 台 長 根 ， 北 平 渡 ， 鹿 島 台 駅 前 ， 御 屋 敷 ，

大 館 山 ， 杉 ケ 崎 ， 元 鹿 島 台 ， 山 谷 ， 広 長 ， 砂 子 沢 ， 渕 花 ， 深 谷 ， 大 迫 ，

大 迫 新 田 ， 小 迫 ， 鹿 島 台 岩 渕 ， 上 志 田 ， 下 志 田

燃 や せ る ご み … 毎 週 火 ・ 金 曜 日

… 第 １ ・ ３ 月 曜 日

… 第 １ ・ ３ 木 曜 日

… 第 １ 木 曜 日 　 ※ １ 月 の み 第 ３ 木 曜 日

プ ラ ス チ ッ ク ・ ペ ッ ト ボ ト ル ・ 古 布 ・ 紙 類

★  燃 や せ な い 粗 大 ご み

【 注 意 】1 2 月 3 1 日 ～ 1 月 ２ 日 の ３ 日 間 は 、 収 集 し ま せ ん

小 型 家 電 ・ 乾 電 池 ・ 缶 類 ・ び ん 類 ・ 有 害 ご み ・ 燃 や せ な い ご み

各 行 政 区 で 定 め ら れ た 時 間 と ル ー ル を 守 っ て 、

   　

　 　 　

収 集 日 の

午 前 ８ 時 ま で午 前 ８ 時 ま で

出 し ま し ょ う ！

－ 1 －



１ ０ 月

月 火 水 木 金

1 2

5 6 7 8 ★ 9

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

1 9 2 0 2 1 2 2 2 3

2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

４ 月

月 火 水 木 金

1 2 3

6 7 8 9 ★ 1 0

1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

2 0 2 1 2 2 2 3 2 4

2 7 2 8 2 9 3 0

７ 月

月 火 水 木 金

1 2 3

6 7 8 9 ★ 1 0

1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

2 0 2 1 2 2 2 3 2 4

2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

１ １ 月

月 火 水 木 金

2 3 4 5 6

9 1 0 1 1 1 2 ★ 1 3

1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

2 3 2 4 2 5 2 6 2 7

3 0

８ 月

月 火 水 木 金

3 4 5 6 7

1 0 1 1 1 2 1 3 ★ 1 4

1 7 1 8 1 9 2 0 2 1

2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

3 1

９ 月

月 火 水 木 金

1 2 3 4

7 8 9 1 0 ★ 1 1

1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

2 1 2 2 2 3 2 4 2 5

2 8 2 9 3 0

１ ２ 月

月 火 水 木 金

1 2 3 4

7 8 9 1 0 ★ 1 1

1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

2 1 2 2 2 3 2 4 2 5

2 8 2 9 3 0 3 1

２ 月

月 火 水 木 金

1 2 3 4 5

8 9 1 0 1 1 ★ 1 2

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

３ 月

月 火 水 木 金

1 2 3 4 5

8 9 1 0 1 1 ★ 1 2

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

2 9 3 0 3 1

６ 月

月 火 水 木 金

1 2 3 4 5

8 9 1 0 1 1 ★ 1 2

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

2 9 3 0

１ 月

月 火 水 木 金

1

4 5 6 7 8

1 1 1 2 1 3 1 4 ★ 1 5

1 8 1 9 2 0 2 1 2 2

2 5 2 6 2 7 2 8 2 9

５ 月

月 火 水 木 金

1

4 5 6 7 8

1 1 1 2 1 3 1 4 ★ 1 5

1 8 1 9 2 0 2 1 2 2

2 5 2 6 2 7 2 8 2 9

Ｂ 地 区 ご み 収 集 日 程 表
鈴 掛 ， 姥 ケ 沢 ， 出 町 ， 福 芦 住 宅 ， 福 芦 団 地 ， 東 平 渡 ， 内 ノ 浦 ，

鎌 巻 ， 三 ツ 屋 ・ 上 地 ， 竹 谷 ， 本 地 ， 山 船 越 ， 里 船 越

燃 や せ る ご み … 毎 週 火 ・ 金 曜 日

… 第 ２ ・ ４ 月 曜 日

… 第 ２ ・ ４ 木 曜 日

… 第 ２ 木 曜 日

プ ラ ス チ ッ ク ・ ペ ッ ト ボ ト ル ・ 古 布 ・ 紙 類

★  燃 や せ な い 粗 大 ご み

【 注 意 】1 2 月 3 1 日 ～ 1 月 ２ 日 の ３ 日 間 は 、 収 集 し ま せ ん

小 型 家 電 ・ 乾 電 池 ・ 缶 類 ・ び ん 類 ・ 有 害 ご み ・ 燃 や せ な い ご み

各 行 政 区 で 定 め ら れ た 時 間 と ル ー ル を 守 っ て 、

   　

　 　 　

収 集 日 の

午 前 ８ 時 ま で午 前 ８ 時 ま で

出 し ま し ょ う ！

－ 2 －



注 意 ： プ ラ ス チ ッ ク 以 外 の 素 材 が 使 用 さ れ て い る

　 　 　 製 品 、 汚 れ て い る 製 品 、 ペ ッ ト ボ ト ル は 出

　 　 　 せ ま せ ん 。 発 泡 ス チ ロ ー ル 以 外 の 厚 さ 5 m m

　 　 　 以 上 の も の は 燃 や せ る ご み へ 。水 洗 い し て き れ い に し て 、
乾 か し て か ら 出 し て く だ さ い ！

納 豆 の ヌ メ リ は 、 水 に 浸 し て
お け ば 簡 単 に 落 ち ま す ！

ラ ベ ル と フ タ レ ジ 袋 や 菓 子 袋果 物 ネ ッ ト 類

※ 令 和 ６ 年 ４ 月 か ら プ ラ マ ー ク の 無 い

　 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 も 対 象 と な り ま し た 。
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※ 下 記 の も の は 、 　 マ ー ク が あ っ て も 対 象 外 と し ま す 。

※ 下 記 の も の は 、 　 マ ー ク が あ る も の で す 。
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－ 7 －



リ サ イ ク ル

エ ア コ ン （ 室 外 機 含 む ） 冷 蔵 庫
洗 濯 機  ・洗 濯 乾 燥 機

テ レ ビ

冷 凍 庫  薄 型 テ レ ビ
（ 液 晶 ・ プ ラ ズ マ 式 ・ 有 機 E L 式 ）
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1 0 8

1 9

大 崎 広 域
リ サ イ ク ル セ ン タ ー 4
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※ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律

● ご み 集 積 所 に 出 さ れ た ご み や 資 源 物 は 、 持 ち 去 り 厳 禁 で す 。 廃 品 回 収 や 売 買 な ど の 目 的 で 持 ち
　 去 ら な い で く だ さ い 。

● ご み の 集 積 所 か ら 資 源 物 を 持 ち 去 る と 罰 則 が 適 用 に な り ま す 。

－ 1 0 －


